
秩父広域市町村圏組合水道局よりおしらせ

令和8年7月請求分より

水道料金が変わります

令和8年4月1日から水道料金改定へ
（平均改定率36.1％増・令和7年11月議決 / 令和8年7月請求分より適用）

※下水道使用料は改定対象外です。

ただし、
秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町 の１市４町

により、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」
を活用して、料金改定による基本料金の値上げ分を減免し
物価高騰の影響を受ける住民や事業者を支援します。

減免期間は6カ月です。
（令和8年7月請求分から令和8年12月請求分まで）

※基本料金の減免であり、水量料金は改定後の単価となります。

～減免期間終了後～
令和9年1月請求分以降は料金改定による新料金となります。

減免額やお問い合わせ先などは裏面をご覧ください

料金の推移イメージ

改定前

新料金

～基本料金減免期間～
R8年7月請求分からR8年12月請求分まで

R9年1月以降請求分

減免基本料金 ＋ 改定水量料金

【新料金】
改定基本料金

＋
改定水量料金

※ 公共施設は減免対象外



◎お問い合わせ先
・減免制度に関すること
秩父市総合政策課 ☎22-2823
横瀬町環境課 ☎25-0118
皆野町町民生活課 ☎62-1232
長瀞町町民課 ☎66-3111
小鹿野町住民生活課 ☎75-4170

・料金に関すること
ちちぶ広域
水道お客様センター ☎25-5221

※すべて市外局番 0494

水道料金改定の詳細はHPをご覧ください

区分 使用水量 旧料金 新料金

第1区分 1～20㎥ 70円 80円

第2区分 21～40㎥ 140円 175円

第3区分 41～100㎥ 165円 225円

第4区分 101～200㎥ 190円 240円

第5区分 201㎥以上 210円 265円

◎水量料金は、使用水量に応じて段階的
に単価が上がる仕組みで、使用量が多い
区分ほど1㎥あたりの単価が高くなりま
す。

◎基本料金と使用水量に基づく水量料金
を合わせた金額が請求額です。

基
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料金の新旧差額（2か月分）と今回の減免額（6か月分）

減免についての手続きは一切不要です

ご注意ください！
減免の手続きについて、市役所や町役場、水道局から電話が
かかってきたり、訪問したり、銀行やATMに誘導することは
ありません。

秩父広域水道局 料金改定 検索

◎ 今回の減免は基本料金のみで、水量料金は新料金が適用されます。

1㎥あたり 1㎥あたり

メーター
口径

旧基本料金 新基本料金
新旧差額

（2か月分）
減免額（税込）
(6か月分）

13mm 1,960円 3,140円 +1,180円 ▲3,894円

20mm 3,660円 5,860円 +2,200円 ▲7,260円

25mm 5,300円 9,500円 +4,200円 ▲13,860円

30mm 10,980円 19,660円 +8,680円 ▲28,644円

40mm 10,980円 19,660円 +8,680円 ▲28,644円

50mm 20,000円 35,820円 +15,820円 ▲52,206円

75mm 42,600円 76,300円 +33,700円 ▲111,210円

100mm 74,000円 132,540円 +58,540円 ▲193,182円

100mm超 155,000円 277,600円 +122,600円 ▲404,580円


